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【手続補正書】
【提出日】平成28年2月22日(2016.2.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　上記課題を解決するために、本発明の第１は、焦点から発生した放射線を、外囲器に設
けられた放射線透過窓の前方に照射する放射線発生ユニットと、
　前記放射線透過窓の前方に配置され、可視光を反射する反射面を有し放射線を透過する
反射部材と、前記反射部材を透過した放射線の照射野を制限する制限羽根と、前記反射面
に対して可視光を放出する光源と、を備える投光照準ユニットと、を有する放射線発生装
置であって、
　前記投光照準ユニットは、前記照射野において前記放射線に含まれ前記反射部材により
生ずる斑を軽減する厚さ分布を有する補償部材を備えていることを特徴とする。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　本発明の放射線発生装置によれば、反射部材が斜めに配置されていることにより生じる
シェーディングを、厚み変化を有する補償部材を反射部材或いはその近傍に取り付けるこ
とにより、低減することが可能である。また、係る補償部材は装置の構造や大きさにほと
んど影響を与えないため、装置を大型化させることがなく、しかも既存の装置にも大幅な
改造を加えることなく適用することができる。更に、本発明の放射線発生装置を用いた放
射線撮影システムによれば、シェーディングの影響の少ないより良好な撮影が可能となる
。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３４】
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　〈可動絞りユニット〉
　可動絞りユニット１２２は、外囲器１と、放射線制限羽根２と、可視光光源３と反射板
（反射部材）４からなる投光照準ユニットとを備えている。
【手続補正４】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　焦点から発生した放射線を、外囲器に設けられた放射線透過窓の前方に照射する放射線
発生ユニットと、
　前記放射線透過窓の前方に配置され、可視光を反射する反射面を有し放射線を透過する
反射部材と、前記反射部材を透過した放射線の照射野を制限する制限羽根と、前記反射面
に対して可視光を放出する光源と、を備える投光照準ユニットと、を有する放射線発生装
置であって、
　前記投光照準ユニットは、前記照射野において前記放射線に含まれ前記反射部材により
生ずる斑を軽減する厚さ分布を有する補償部材を備えていることを特徴とする放射線発生
装置。
【請求項２】
　前記前方は、前記放射線の照射経路上において、前記放射線の前記焦点の側から前記照
射野の側に向かう方向を意味することを特徴とする請求項１に記載の放射線発生装置。
【請求項３】
　前記投光照準ユニットは、前記照射野に重なる位置に前記光源から前記反射面に向かっ
て照射される可視光照射野を形成することを特徴とする請求項１または２に記載の放射線
発生装置。
【請求項４】
　前記制限羽根は、前記焦点の中心と前記放射線の前記照射野の中心を通過する放射線中
心軸を規定し、
　前記反射部材は、前記放射線中心軸に対して前記反射面が傾斜するように設けられてい
ることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の放射線発生装置。
【請求項５】
　前記補償部材は、前記焦点からの距離において、近い側は厚く、遠い側は薄くなる厚さ
分布を有することを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の放射線発生装置。
【請求項６】
　前記補償部材は、前記反射部材に接続されていることを特徴とする請求項１乃至５のい
ずれか１項に記載の放射線発生装置。
【請求項７】
　前記補償部材は、前記反射部材の前記反射面の側に接続されていることを特徴とする請
求項６に記載の放射線発生装置。
【請求項８】
　前記反射部材は、前記反射部材の前方の側に前記反射面を有していることを特徴とする
請求項７に記載の放射線発生装置。
【請求項９】
　前記補償部材は、前記反射部材の前記厚さ分布と逆の厚さ分布を有し、前記反射部材と
前記補償部材の厚さの前記放射線が通過する経路上における合計が一定であることを特徴
とする請求項６乃至８のいずれか１項に記載の放射線発生装置。
【請求項１０】
　前記反射部材及び前記補償部材がいずれも断面が直角三角形の三角柱であり、前記反射
部材と前記補償部材とを一体化した状態で直方体をなしていることを特徴とする請求項６
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乃至９のいずれか１項に記載の放射線発生装置。
【請求項１１】
　前記補償部材の放射線放出側に、放射線中心軸に対応する部位が最も厚い凸レンズを有
することを特徴とする請求項１０に記載の放射線発生装置。
【請求項１２】
　前記放射線発生ユニットは、放射線透過基板と前記放射線透過基板上に設けられたター
ゲット層とを備える透過型放射線発生管を備えていることを特徴とする請求項１乃至１１
のいずれか１項に記載の放射線発生装置。
【請求項１３】
　請求項１乃至１２のいずれか１項に記載の放射線発生装置と、
　前記放射線発生装置から放出され、被検体を透過した放射線を検出する放射線検出装置
と、
　前記放射線発生装置と前記放射線検出装置とを連携制御する制御装置とを備えることを
特徴とする放射線撮影システム。
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